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不動産（空き家）承継手段について

　（公社）長野県宅地建物取引業協会

顧問　樋口　盛光様

　「家族信託」（民事信託）とは、なじみ

のない方には難しい法律用語と思われま

す。そこで、我々不動産業界でどのよう

な場面で利用されているかをわかりやすく、お伝えしま

す。皆様が人生の中で、必要な局面を迎えた時、少しで

も参考にしていただければ幸いです。 

　今の日本の法律の中では、不動産の承継がスムーズに

なされない場合が多々あります。民法、不動産登記法等

の改正がなされましたが、まだ課題があります。特に今、

話題になり、我々が取り組んでいる空家問題が最たるも

のです。

　不動産の権利の承継には売買、贈与、相続等がありま

すが、どれも登記するための協議が必要なうえ、税金も

考慮しなくてはなりません。その中で不動産を現金に換

価し、流動しやすくするのも一つの方法です。その際に

起こる問題を解決する手法として不動産業界では「家族

信託」を利用しています。 

　例えば、空き家、他の不動産を売却、賃貸しようとす

るとき所有者の方が高齢ですと、処理期間中に認知症を

発症したり、病気等により、意思能力を失う場合があり

ます。その際、今までですと成年後見人制度を利用する

しか方法がありませんでした。しかし今はより一層、柔

軟な処理を身内でするため、相続人を受託者、不動産所

有者を委託者とした家族信託を利用することができます。

民事信託なので、報酬は発生しませんが、管理にかかる

実費は請求できます。利点は相続人が受託者であるので、

本人や家族の思いに従い不動産の処分、利活用ができま

す。事前の契約に盛り込む必要はありますが、重要な資

産の売却の際も本人、相続人の意向を反映した処理がで

きます。さらに売買、賃貸等の法律行為を行う時も、本

人確認が必要な司法書士、不動産業者はもとより、購入

者にも不安がありません。これにより本人の意思能力が

失われても受託者がきちんと処理できれば、売買も、賃

貸等の法律行為も問題ありません。円滑に資産承継、現

金への資産の組み換えができます。

　不安な税金面ですが、売却や賃貸収入に伴う税金等は

本人に帰属するため、申告さえすれば問題ありません。 

また、我々が利用する信託契約は本人の死亡により終了

するため、それ以降は一般的な相続手続きに移行します。

　ただ、問題は相続人の一人を選んで委託するため、他

の相続人の相続分を侵害する可能性があります。できれ

ば、相続人全員が参加して、信託契約を作成する方がよ

いでしょう。さらに遺言を併用するのも有効な方法です。

一番の問題は信託契約が家族や相続人の心情的不満によ

り、不仲や不信感を抱く関係を招くことです。関係者全

員で十分な話し合いが必要でしょう。委託者の意思能力

がしっかりしている段階のはずですので、委託者が自分

の思いを込めた意思をはっきり示すことが重要です。

　ただ、ここまでの処理で経費（信託契約書作成、公正

証書作成、信託登記等）も発生しますが、通常は不動産

の売却益や賃料収入の中から捻出するので、心配いりま

せん。物件を管理、処理するための諸経費も信託口座で

委託者より預かれますので心配いりません。ただ、現預

金がない場合は諸経費を確保するための検討が必要です。

　我々はこの方法で、いくつもの信託された不動産を売
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却してきました。媒介契約（業務委託）中に認知症を発

症し、信託契約が有効に機能したケースも数件あります。

また、意思能力は衰えなかったのですが、四肢が不自由

になったため、長距離の移動ができず、受託者の息子さ

んが処理したケースもあります。

　もう一つの方法は相続時精算課税制度を利用し、贈与

を行う方法です。いくつかの要件がありますが、不動産

の承継と流通を図るうえでは有益な方法です。相続財産

の額にもよりますが、贈与税を節約し、不動産を承継し

利活用するには特に有効な方法なので、家族信託とどち

らにするかを検討してもよいかと思います。残念ながら、

本日の講演テーマからは離れるので、詳細は割愛させて

いただきます。

　以上、雑駁ではございますが、家族信託の内容と現状

の利用法をご紹介しました。利用者の状況次第では、他

の内容を盛り込んだ契約をすることも可能です。いろい

ろな可能性のある手法ですので、必要があれば、最寄

りの司法書士、税理士、不動産業者等にご相談なさって、

最良の方法を模索するのがよろしいかと思います。

　本日はお招き頂きまして、ありがとうございました。

例　会　日　誌　  8月28日（水）　曇り　　2024～2025  No.7
●司　　会 中嶋大介君

●斉　　唱　「我等の生業」

●ゲ ス ト　樋口盛光様（長野県宅地建物取引業協会顧問）
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●友 愛 賞 橋詰洋平君（山本君よりお菓子）

■会長挨拶　　　　　　　　　　　　　渡辺 敏成 会長

　本日は、数日前にも信毎で取り上げら

れた埼玉県の高校の共学化について話し

ます。

　私も埼玉の男子校出身ですが、埼玉

県・群馬県・栃木県には、まだ公立の男

子校・女子高があり、男子校は埼玉で7

校、群馬で6校残っています。埼玉県ではこれらの、特

に男子校の共学化をもくろんでおり、OBや保護者など

から賛否の意見が噴出しているそうです。このため教育

委員会も長期的に共学化を目指すといった文言で終了し

ており、期日等を明示することはありませんでした。

　なぜ今共学化の話が出ているのか、おそらく知事など

の政治的思想の影響が強いと思われますが、新聞報道で

は「ジェンダーレスの時代の流れ」とか「進学率の良い

高校に女子がいけないのはおかしい」などの理由が挙げ

られておりました。男子校の近隣にほぼ同等の女子高が

あり、例えば浦和蒿には浦和一女、熊谷には熊女、群馬

でも高崎高校の近隣に高崎女子があります。どの女子高

も高進学率を示しており、進学については個人の力量が

関係するでしょう。また、ジェンダーについての許容範

囲を広げるなら逆に男子校があっても良いはずです。映

画やコミックではボーイズラブ全盛ですし。ジョークで

すが…。

　男子校で過ごした経験から、きらびやかではなくグ

レーがかった青春でしたが、勉学にうち込めたし自由気

ままな校風でしたしかけがえのない友人もできました。

共学化ではそれらができないわけではないのですが、昨

今「女尊男卑」といえる風潮で、女性の係われないもの

はすべて悪いとの考えには賛同しかねます。大学入学者

の一定数を女性にするとか、議員の一定数を女性にする

クォーター制などは逆に女性差別ではないでしょうか？

　相撲の土俵には女子が上がれない、霞が関カントリー

は女子会員を受け入れない、それもまた伝統や思想なの

で尊重するべきでしょう。

　もちろん上田東ロータリーは女性会員歓迎ですので、

お忘れなきようお願い致します。

■出席報告

飯島（洋）、上原、遠藤、小田中、工藤、久保、倉島、後藤、

塩之入、春原、関、滝澤、竹内、竹花、田守、塚田、中嶋、

橋詰（洋）、浜野、蓑輪、宮澤、母袋（創）、母袋（卓）、

山寺、山本、渡辺

※工藤　恒君／樋口盛光様、卓話楽しみにしております。

※関　邦幸君／樋口さん、今日はよろしくお願いします。

※蓑輪佳明君／樋口盛光さん、ようこそ。

※上原　達君／母袋創一さん、塚田さん、市民劇の成功

おめでとうございます。

※母袋創一君／市民劇“縄文の龍”、お陰さまで大成功で

した。皆さんに感謝。

※塚田泰裕君／先日の劇団「今ここ」の演劇では、皆さ

んに大変お世話になりました。

※母袋卓郎君／処暑が過ぎても夏は終わらず、台風が秋

を連れてくるのか？災害が無いように…。

※山本　修君／台風が心配です。橋、落ちませんように‼

※遠藤隆幸君／台風来そうです。電線が切れているのを

発見したら触らずに中電PGにご連絡を。

本日の金額／31,000円　　累計／299,010円

ニコニコ B O X （敬称略）

本　日

前々回

正会員数 ベース 欠席 メイク 出席率

52 46 14 ― 69.57％

52 46 9 5 91.30％


